
教 県 第 ８ ２ ７ 号 

平成２８年１２月２６日 

 

 各市町村教育委員会教育長 

 各 県 立 学 校 長   様 

 各 教 育 事 務 所 長 

 

 

埼玉県教育委員会教育長  

 

 

埼玉県立学校職員服務規程の一部改正について（通知） 

 

 「埼玉県立学校職員服務規程の一部を改正する規則（平成２８年埼玉県教育委員会規則

第２７号）」が平成２８年１２月２６日に公布され、別紙のとおり平成２９年１月１日か

ら施行されることになりました。 

 つきましては、事務の取扱いを適切に処理するようお願いします。 

 なお、改正の概要等は下記のとおりです。 

  

記 

 

１ 改正の概要 

 ⑴ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び学校職員の勤務時間、休暇等に関す

る規則の一部改正に伴う規定の整備 

  ア 学校職員（以下「職員」という。）が介護時間を受けようとするときは、介護時

間簿により、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ

願い出ることを規定し、様式を追加した。 

   （第１０条第１１項、別表第３の８関係） 

  イ 職員が介護のため時間外勤務の特例措置を請求するときは、時間外勤務制限請求

書により、校長に請求することを規定し、様式を変更した。 

   （第１７条の３第２項、第１７条の３第３項、別表第６の６関係） 

  ウ 介護のため時間外勤務の特例措置を請求した職員は、要介護者の状況に変更が生

じた場合、育児又は介護の状況変更届により、校長に届け出ることを規定した。 

   （第１７条の４第２項関係） 

  エ 介護休暇の取得できる期間の拡大及び指定期間が規定されたことに伴い、介護休

暇簿の様式を変更した。（別表第３の７関係） 

 

 



 ⑵ 地方公務員の育児休業等に関する法律及び職員の育児休業等に関する条例の一部改

正に伴う規定の整備 

  ア 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大に伴い、育児又は介護の状況変更届に関

する規定及び様式を変更した。 

   （第１７条の４第１項第２号、第１７条の４第２項第２号、別表第６の７関係） 

  イ 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大に伴い、育児休業承認請求書及び育児短

時間勤務承認請求書の様式を変更した。（別表第６、別表第６の２関係）  

  ウ 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大に伴い、深夜勤務・時間外勤務制限請求

書の様式を変更した。（別表第６の６関係）  

 

  ※上記⑵のアからウまでの「育児休業等の対象となる子の範囲の拡大」とは以下の１

から３までをいう。 

  １ 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子 

  ２ 養子縁組を希望している里親に委託されている子 

  ３ 養子縁組を希望している里親として適当とされるが、実親等の同意が得られない

ため、養育里親として委託された子 

 

２ 施行期日 

  平成２９年１月１日 

 

 

     担 当：県立学校人事課学事担当 鯨井 

     電 話：０４８－８３０－６７３５ 



   埼 玉 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 埼 玉 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 二 年 埼 玉 県 教 育 委 員 会 規 則 第 八 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 十 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。  

  職 員 が 、 勤 務 時 間 条 例 第 十 七 条 の 二 に 規 定 す る 介 護 時 間 を 受 け よ う と す る と き

は 、 介 護 時 間 簿 （ 別 表 第 三 の 八 ） を も つ て 、 校 長 に あ つ て は 教 育 長 に 、 そ の 他 の

職 員 に あ つ て は 校 長 に 、 そ れ ぞ れ 願 い 出 な け れ ば な ら な い 。  

 第 十 七 条 の 三 第 二 項 中 「 含 む 。 」 の 下 に 「 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。 」

を 、 「 同 条 第 四 項 」 の 下 に 「 （ 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 に お

い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。  

 第 十 七 条 の 四 第 一 項 第 二 号 中 「 取 消 」 を 「 取 消 等 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 前 条

第 二 項 」 の 下 に 「 又 は 第 三 項 」 を 加 え 、 同 項 第 二 号 中 「 取 消 」 を 「 取 消 等 」 に 改 め 、

同 条 第 三 項 を 削 る 。  

 別 表 第 三 の 七 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

 

 

 

 

「第２条の２」 

 

「第２条の２」 

 

「第２条の２」 

 

1
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別
紙

 



 

 



 

 



 

 



別 表 第 三 の 七 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 別 表 第 六 の （ 注 ） ２ 中 「         」 を 「         」 に 改 め 、 同  

表 の （ 注 ） ４ 中 「               」 を 「               

 」 に 改 め 、 同 表 の （ 注 ） ５ 中 「   」 の 次 に 「                  

                    

                                      

  」 を 加 え る 。  

 別 表 第 六 の 二 の （ 注 ） ４ 中 「   」 の 次 に 「                 

                                      

                                      

  」 を 加 え る 。  

 別 表 第 六 の 六 及 び 別 表 第 六 の 七 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条の２第３号 

る監護期間中の者、養子縁組里親として委託を受け養育する者又は条例第２条の２ 

に規定する者である場合にあつては当該監護期間が開始した日又は委託を受けた日、  

(３) 

 監護期間中の者、養子縁組里親として委託を受け養育する者又は条例第２条の２に 

規定する者である場合にあつては当該監護期間が開始した日又は委託を受けた日、 

(４) 

 

請求に係る子が特別養子縁組に係 

請求に係る子が特別養子縁組に係る 

第２条の３第３号 

第２条の２第２号又は第３号）  第２条の３第２号又は第３  

(３) 

 (４) 

 

号 



 

            

 



 

 

 

 

 



   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
２ こ の 規 定 に よ る 改 正 前 の 埼 玉 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、

当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

「第２条の２」 

 

「第２条の２」 

 



埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
傍
線
の
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 

 
埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程 

 

第
一
条
～
第
九
条 

（
略
） 

  

（
休
暇
） 

第
十
条 

（
略
） 

２
～ 

 

（
略
） 

 
 

職
員
が
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
介
護
時
間
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
介
護
時
間
簿
（
別
表
第
三
の
八
）
を
も
つ
て
、
校
長
に
あ
つ
て
は
教
育
長

に
、
そ
の
他
の
職
員
に
あ
つ
て
は
校
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条
～
第
十
七
条
の
二 

（
略
） 

  

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
の
請
求
） 

第
十
七
条
の
三 

（
略
） 

２ 

職
員
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
時
間
外
勤

務
の
制
限
に
関
す
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
請
求
を
す
る
一
の
期
間
に

つ
い
て
、
そ
の
初
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
」

と
い
う
。
）
及
び
期
間
（
一
年
又
は
一
年
に
満
た
な
い
月
を
単
位
と
す
る
期
間
に
限
る
。
）

を
明
ら
か
に
し
て
、
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
、
時
間
外
勤
務
制
限
請

求
書
（
別
表
第
六
の
六
）
を
も
つ
て
校
長
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と
同
条

第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程 

 

第
一
条
～
第
九
条 

（
略
） 

  

（
休
暇
） 

第
十
条 

（
略
） 

２
～ 

 

（
略
） 

（
新
設
） 

   

第
十
一
条
～
第
十
七
条
の
二 

（
略
） 

  

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
の
請
求
） 

第
十
七
条
の
三 

（
略
） 

２ 

職
員
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
時
間
外
勤
務
の
制
限
に
関
す
る
請
求
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
当
該
請
求
を
す
る
一
の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
初
日
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
時
間
外
勤
務
制
限
開
始
日
」
と
い
う
。
）
及
び
期
間
（
一
年
又
は
一

年
に
満
た
な
い
月
を
単
位
と
す
る
期
間
に
限
る
。
）
を
明
ら
か
に
し
て
、
時
間
外
勤
務

制
限
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
、
時
間
外
勤
務
制
限
請
求
書
（
別
表
第
六
の
六
）
を
も
つ

て
校
長
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勤
務
時
間
条
例
第
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係

る
期
間
と
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

（
略
） 

 

10 

11 

10 

 



改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
（
育
児
又
は
介
護
の
状
況
変
更
届
） 

第
十
七
条
の
四 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

当
該
請
求
に
係
る
子
が
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
等
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た

職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
要
介
護
者
と
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た

場
合 

 

三
・
四 

（
略
） 

２ 

前
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
請
求
を
し
た
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
育
児
又
は
介
護
の
状
況
変
更
届
（
別
表
第

六
の
七
）
を
も
つ
て
校
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

当
該
請
求
に
係
る
子
が
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
等
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た

職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
要
介
護
者
と
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た

場
合 

 

三 

（
略
） 

（
削
る
） 

        

第
十
八
条
～
第
二
十
六
条 

（
略
） 

 

別
表
第
一
～
別
表
第
三
の
六 

（
略
） 

 

 

（
育
児
又
は
介
護
の
状
況
変
更
届
） 

第
十
七
条
の
四 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

当
該
請
求
に
係
る
子
が
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職

員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
要
介
護
者
と
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
場

合 

 

三
・
四 

（
略
） 

２ 

前
条
第
二
項
の
請
求
を
し
た
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
育
児
又
は
介
護
の
状
況
変
更
届
（
別
表
第
六
の
七
）
を

も
つ
て
校
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

当
該
請
求
に
係
る
子
が
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職

員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
要
介
護
者
と
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
場

合 

 

三 

（
略
） 

３ 

前
条
第
三
項
の
請
求
を
し
た
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
育
児
又
は
介
護
の
状
況
変
更
届
（
別
紙
六
の
七
）
を
も

つ
て
校
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

当
該
請
求
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合 

 

二 

当
該
請
求
に
係
る
子
が
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職

員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合 

 

三 

当
該
請
求
を
し
た
職
員
が
当
該
請
求
に
係
る
子
と
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場

合 

 

第
十
八
条
～
第
二
十
六
条 

（
略
） 

 

別
表
第
一
～
別
表
第
三
の
六 

（
略
） 

 
 



改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 
別
表
第
三
の
七
（
第
一
面
） 

 

 

別
表
第
三
の
七
（
表
面
） 

 

 

 

 



改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 
別
表
第
三
の
七
（
第
二
面
） 

 

 

別
表
第
三
の
七
（
裏
面
） 

 

 

 



改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 
別
表
第
三
の
七
（
第
三
面
） 

 

 

（
新
設
） 

                           

 



改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 
別
表
第
三
の
八
（
表
面
） 

 

 

（
新
設
） 

                           
 



改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 
別
表
第
三
の
八
（
裏
面
） 

 

別
表
第
四
～
別
表
第
五
の
二 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

                         

別
表
第
四
～
別
表
第
五
の
二 

（
略
） 

 

 



改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 
別
表
第
六 

 

別
表
第
六 

 
 

 

 



改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 
別
表
第
六
の
二 

 

別
表
第
六
の
三
～
別
表
第
六
の
五 

（
略
） 

別
表
第
六
の
二 

 

別
表
第
六
の
三
～
別
表
第
六
の
五 

（
略
） 
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